
 

鳥取県告示第447号 

昭和55年鳥取県告示第60号（鳥取県沿岸漁業改善資金貸付基準について）の一部を次のように改正する。 

 

  平成23年８月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存

在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

第１ 経営等改善資金 

 

第１ 経営等改善資金 

種類 貸付対象 貸付限度額 

貸付け

の相手

方 

貸付

申請

の時

期 

貸付

決定

の時

期 

種類 貸付対象 貸付限度額 

貸付け

の相手

方 

貸付

申請

の時

期 

貸付

決定

の時

期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操船

作業

省力

化機

器等

設置

資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げ

る機器、

設備又は

装置（以

下「機器

等」とい

う。）で

知事が別

に定める

基準に適

合するも

のの設置

に必要な

資金 

１ 自動

操だ装

置 

２ 遠隔

操縦装

置 

３ サイ

ドスラ

スター 

４ レー

ダー 

５ 自動

航跡記

 自動操だ装

置を設置する

場合にあって

は１台につき

1, 0 0 0 , 0 0 0

円、遠隔操縦

装置を設置す

る場合にあっ

ては１台につ

き500,000円、

サイドスラス

ターを設置す

る場合にあっ

ては１台につ

き 4,000,000

円、レーダー

を設置する場

合にあっては

１ 台 に つ き

1,800,000円、

自動航跡記録

装置を設置す

る場合にあっ

ては１台につ

き 1,200,000

円、ＧＰＳ受

信機を設置す

沿岸漁

業を営

む 個

人、沿

岸漁業

に従事

する者

の組織

する団

体及び

沿岸漁

業を営

む会社

（その

常時使

用する

従業者

の数が

20人以

下であ

るもの

に 限

る。）

並びに

中小企

業者と

農林漁

 略

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 略

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操船

作業

省力

化機

器等

設置

資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げ

る機器、

設備又は

装置（以

下「機器

等」とい

う。）で

知事が別

に定める

基準に適

合するも

のの設置

に必要な

資金 

１ 自動

操だ装

置 

２ 遠隔

操縦装

置 

 

 

 

３ レー

ダー 

４ 自動

航跡記

 自動操だ装

置を設置する

場合にあって

は１台につき

1, 0 0 0 , 0 0 0

円、遠隔操縦

装置を設置す

る場合にあっ

ては１台につ

き500,000円、

レーダーを設

置する場合に

あっては１台

に つ き

1,800,000円、

自動航跡記録

装置を設置す

る場合にあっ

ては１台につ

き 1,200,000

円、ＧＰＳ受

信機を設置す

る場合にあっ

ては１台につ

き 1,300,000

円 

 

沿岸漁

業を営

む 個

人、沿

岸漁業

に従事

する者

の組織

する団

体及び

沿岸漁

業を営

む会社

（その

常時使

用する

従業者

の数が

20人以

下であ

るもの

に 限

る。）

並びに

これら

の者が

実施す

 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 略

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

録装置 

６ ＧＰ

Ｓ受信

機 

る場合にあっ

ては１台につ

き 1,300,000

円 

 

 

 

録装置

５ ＧＰ

Ｓ受信

機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁ろ

う作

業省

力化

機器

等設

置資

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げ

る機器等

で知事が

別に定め

る基準に

適合する

ものの設

置に必要

な資金 

１ 動力

式つり

機 

２ ライ

ンホー

ラー等

の揚縄

機 

３ ネッ

トホー

ラー等

の揚網

機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 巻取

 動力式つり

機を設置する

場合にあって

は１件につき

5,000,000円、

ラインホーラ

ー等の揚縄機

を設置する場

合にあっては

１ 台 に つ き

1,200,000円、

ネットホーラ

ー等の揚網機

を設置する場

合にあっては

１ 台 に つ き

1,200,000円、

巻取りウイン

チを設置する

場合にあって

は１台につき

5,000,000円、

放電式集魚灯

を設置する場

合にあっては

１セットにつ

き 2,000,000

円、漁業用ク

レーンを設置

する場合にあ

っては１台に

つ き

4,000,000円、

漁獲物等処理

装置を設置す

る場合にあっ

ては１台につ

き 5,000,000

円、海水冷却

装置を設置す

る場合にあっ

業者と

の連携

による

事業活

動の促

進に関

する法

律（平

成20年

法律第

38号）

第４条

第１項

の認定

を受け

た中小

企業者

（以下

「認定

中小企

業者」

と い

う。） 

であっ

て、同

条第２

項第２

号ハに

掲げる

措置を

行うも

の（当

該認定

中小企

業者が

団体で

ある場

合にあ

っ て

は、そ

の構成

員が当

該措置

を行う

場合を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁ろ

う作

業省

力化

機器

等設

置資

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げ

る機器等

で知事が

別に定め

る基準に

適合する

ものの設

置に必要

な資金 

１ 動力

式つり

機 

２ ライ

ンホー

ラー等

の揚縄

機 

３ ネッ

トホー

ラー等

の揚網

機 

４ 漁業

用ソナ

ー 

５ カラ

ー魚群

探知機

６ 海水

冷却装

置 

７ 巻取

りウイ

ンチ 

８ 放電

式集魚

灯 

９ 漁業

用クレ

ーン 

 

 動力式つり

機を設置する

場合にあって

は１セットに

つ き 800,000

円、ラインホ

ーラー等の揚

縄機を設置す

る場合にあっ

ては１台につ

き 1,200,000

円、ネットホ

ーラー等の揚

網機を設置す

る場合にあっ

ては１台につ

き 1,200,000

円、漁業用ソ

ナーを設置す

る場合にあっ

ては１台につ

き 5,000,000

円、カラー魚

群探知機を設

置する場合に

あっては１台

に つ き

1,500,000円、

海水冷却装置

を設置する場

合にあっては

１ 台 に つ き

1,800,000円、

巻取りウイン

チを設置する

場合にあって

は１台につき

700,000円、放

電式集魚灯を

設置する場合

にあっては１

る沿岸

漁業の

経営の

改善を

促進す

るため

に普及

を図る

必要が

あると

認めら

れる近

代的な

漁業技

術その

他合理

的な漁

業生産

方式の

導 入

（当該

漁業技

術又は

当該漁

業生産

方式の

導入と

併せ行

う水産

物の合

理的な

加工方

式の導

入を含

む。）

を支援

するた

め中小

企業者

と農林

漁業者

との連

携によ

る事業

活動の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りウイ

ンチ 

５ 放電

式集魚

灯 

６ 漁業

用クレ

ーン 

７ 漁獲

物等処

理装置 

８ 海水

冷却装

置 

９ 海水

殺菌装

置 

10 漁業

用ソナ

ー 

11 カラ

ー魚群

探知機 

12 潮流

計 

ては１台につ

き 1,800,000

円、海水殺菌

装置を設置す

る場合にあっ

ては１台につ

き 3,000,000

円、漁業用ソ

ナーを設置す

る場合にあっ

ては１台につ

き 5,000,000

円、カラー魚

群探知機を設

置する場合に

あっては１台

に つ き

1,500,000円、

潮流計を設置

する場合にあ

っては１台に

つ き

5,000,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台 に つ き

2,000,000円、

漁業用クレー

ンを設置する

場合にあって

は１式につき

4,000,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機

関等

駆動

機器

等設

置資

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げ

る機器等

で知事が

別に定め

る基準に

適合する

ものの設

置に必要

な資金 

１ 補機

関 ( 動

力取出

装置付

きの推

進機関

を 含

む。) 

２ 油圧

装置 

 補機関を設

置する場合に

あっては１台

に つ き

4,000,000円、

油圧装置を設

置する場合に

あっては１台

に つ き

5,000,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機

関等

駆動

機器

等設

置資

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げ

る機器等

で知事が

別に定め

る基準に

適合する

ものの設

置に必要

な資金 

１ 補機

関 ( 動

力取出

装置付

きの推

進機関

を 含

む。)

２ 油圧

装置 

 補機関を設

置する場合に

あっては１台

に つ き

4,000,000円、

油圧装置を設

置する場合に

あっては１台

に つ き

1,000,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  略 

含む。） 

及び地

域資源

を活用

した農

林漁業

者等に

よる新

事業の

創出等

及び地

域の農

林水産

物の利

用促進

に関す

る法律

（平成

22年法

律第67

号）第

６条第

３項に

規定す

る促進

事業者

であっ

て同法

第５条

第４項

第３号

に掲げ

る措置

を行う

もの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  略 

促進に

関する

法 律

（平成

20年法

律第38

号。以

下「農

商工等

連携促

進法」

と い

う。）

第11条

第１項

の認定

中小企

業 者

（以下

「認定

中小企

業者」

と い

う。）

又は認

定中小

企業者

が団体

である

場合に

おける

その直

接若し

くは間

接の構

成員が

農商工

等連携

促進法

第４条

第２項

第２号

ハに掲

げる措

置を行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

乗組

員安

全機

器等

設置

資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げ

る機器等

で知事が

別に定め

る基準に

適合する

ものの設

置に必要

な資金 

１ 転落

防止用

手すり 

 

 

２ 安全

カバー

装置 

３ 揚網

機安全

装置 

 

 

 転落防止用

手すり又は安

全カバー装置

を設置する場

合にあっては

500,000円、揚

網機安全装置

を設置する場

合にあっては

400,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗組

員安

全機

器等

設置

資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げ

る機器等

で知事が

別に定め

る基準に

適合する

ものの設

置に必要

な資金 

１ 転落

防止用

手すり

２ すべ

り止め

３ 安全

カバー

装置 

４ 揚網

機安全

装置 

５ 船上

トイレ

 転落防止用

手すり、すべ

り止め又は安

全カバー装置

を設置する場

合にあっては

500,000円、揚

網機安全装置

を設置する場

合にあっては

400,000円、船

上トイレを設

置する場合に

あ っ て は

300,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救命

消防

設備

購入

資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げ

る機器等

で知事が

別に定め

る基準に

適合する

ものの購

入に必要

な資金 

 

 

 

１ 救命

胴衣 

 

 

 

 

 

 

２ 消火

器 

３ イー

救命胴衣又

は消火器を購

入する場合に

あ っ て は

100,000円、イ

ーパブを購入

する場合にあ

っ て は

600,000円、レ

ーダートラン

スポンダを購

入する場合に

あ っ て は

650,000円、小

型漁船緊急連

絡装置を購入

する場合にあ

っては１件に

つ き

1,300,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救命

消防

設備

購入

資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げ

る機器等

で知事が

別に定め

る基準に

適合する

ものの購

入に必要

な資金 

１ 膨脹

式救命

いかだ

２ 救命

胴衣 

３ 救命

浮環又

は救命

浮輪 

４ 信号

紅炎 

５ 消火

器 

６ イー

膨脹式救命

いかだを購入

する場合にあ

っ て は

500,000円、救

命胴衣、救命

浮環、救命浮

輪、信号紅炎

又は消火器を

購入する場合

に あ っ て は

100,000円、イ

ーパブを購入

する場合にあ

っ て は

600,000円、レ

ーダートラン

スポンダを購

入する場合に

あ っ て は

650,000円 

 

 

う場合

におけ

る当該

認定中

小企業

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブ 

４ レー

ダート

ランス

ポンダ 

５ 小型

漁船緊

急連絡

装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブ 

７ レー

ダート

ランス

ポンダ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁船

転覆

防止

機器

等設

置資

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げ

る機器等

で知事が

別に定め

る基準に

適合する

ものの設

置に必要

な資金 

１ 漁獲

物の横

移動防

止装置 

 

 

 

 

 

 

 

２ 甲板

下の魚

そう 

漁獲物の横

移動防止装置

を設置する場

合にあっては

300,000円、甲

板上の魚そう

を廃し、これ

に代えて甲板

下に魚そうを

設置する場合

に あ っ て は

1,000,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁船

転覆

防止

機器

等設

置資

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げ

る機器等

で知事が

別に定め

る基準に

適合する

ものの設

置に必要

な資金 

１ 漁獲

物の横

移動防

止装置

２ 甲板

口のコ

ーミン

グ 

３ 甲板

口の閉

鎖装置

４ 甲板

下の魚

そう 

漁獲物の横

移 動 防 止 装

置、甲板口の

コーミング又

は甲板口の閉

鎖装置を設置

する場合にあ

っ て は

300,000円、甲

板下に魚そう

を設置する場

合にあっては

1,000,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  略 
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